
北上川下流河川事務所 支援業務取組み

・要配慮者利用施設の避難確保作成計画の支援実績
令和２年２月１９日 石巻市
令和２年２月２０日 登米市
令和２年９月１８日 登米市
令和３年１月２５日 美里町
令和３年２月８日～９日 大崎市

要配慮者講習会の開催状況（美里町）

・マイ・タイムライン作成講習会の支援実績
令和２年１１月２１日 涌谷町
令和２年９月５日 東松島市

マイ・タイムライン講習会会場の様子（東松島市）

資料のイメージ資料のイメージ

北上川下流河川事務所では、減災対策協議会運営・取組方針でのソフト対策関連の一環といたしまして、「要配慮者利用施設の避難確保
計画作成」や「マイ・タイムライン作成」にあたって、担当関係者や住民向け講習会などを管内の各自治体が計画、開催予定等された場合、
運営や企画などでの支援業務を行い、より良い内容、目的達成となるよう講習会実施等のお手伝い（支援業務）をさせて頂いております。
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北上川下流河川事務所 支援業務取組み

（現状）
・コロナ禍において講習会など参加者を集めての行事計画は実施対応等に苦慮

（支援の対応・考え方）
・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から講習内容や実施項目の時
間短縮、会場内での接触回避の工夫や措置も考慮しながら、実施主体の自治体
とより良い開催計画案を事前に話し合い、スムーズな運営を支援

（必要性）
・日頃からの防災啓蒙や災害時行動の一助として、地域の安全なくらしの確保
意識は重要

（期待される効果）
・避難確保計画作成を促進し、今後「避難確保訓練」の実施へと繋げる
・住民同士が学びあう事により、自助による「地域防災力向上」を図る

【お願い】
支援業務の実施までにはある程度の準備期間が必要となります。また支援希望が重なった場合などは時期等の調

整をさせて頂く場合もありますので、予定計画をされる場合などは早めの連絡等に御協力下さい。
(連絡・お問い合わせ先：北上川下流河川事務所防災情報課 TEL0225-94-9854)
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